
第24回市民との意見交換会・報告書（町北・高野地区）

 参加人数：男性　４名、女性　１名、合計　　名（うち班外議員 　名）（他自治体等傍聴者 　名）、北公民館長

１．議会報告、市政全般についての総括
　①米価下落について質問が出され、現状と今後のの流れについて説明された。
　②市道の拡張により、通行車両の量が増え、通学路に危険が及ぶとの意見があった。

 開催場所：北公民館

 担当班　：第３班（出席議員）戸川稔朗、横山　淳、長郷潤一郎、髙梨　浩、小畑　匠

 開催地区：町北・高野地区  開催日時：令和３年11月15日（月）　18時00分　～　19時00分
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分類 番号 対応
　９月議会において米価下落に関する議論はなかっ
たのか。

　米価の下落は重く受け止めている。９月議会中に
米価は発表されていないことから議会では議論され
ていないが、12月議会の補正予算にて予算化される
との情報もあることから、注視し議論していく。

○ ① 農業

　飼料用米に助成が出ると聞いている。 　米価下落を予測し、作付け前の段階から補助は確
定していた。 ○ ② 農業

　米の下落に意気消沈している。 ご意見として伺う。
○ ② 農業

　市道幹Ⅰ－６号線について。整備が追いついてい
ない。交通量が増えているが、幅員が狭いことか
ら、歩行者に被害が及ばないか心配である。また、
駅前開発が進めば、さらに交通量が増えることが予
想されることから、対応をお願いしたい。

　交通量が増えたことは把握している。現在は入り
口と出口だけを整備している状態になっているが、
交通量を考えるとコントロールしていくことも必要
である。今後、インター南部幹線の整備と併せて議
論展開をしなければならないと認識している。

○ ②
交通安全

道路

　通学路となっている市道が狭いため、登下校時の
児童の安全が脅かされている。
　道路・橋梁の拡幅や、車両通行規制などの対応は
できないものか。

　現地確認を行い、事後報告する。

〇 ③

後日調査し、事
後報告する。
（事後処理報告
書Ｐ４に記載）

交通安全

※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済

②ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答
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分類 番号 対応
※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
処理状況

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済

②ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

　新型コロナウイルスワクチンに関して。現在のワ
クチンは遺伝子組み換えワクチンであり、安全が確
保されていない。ワクチン摂取を推進するばかりで
なく、慎重派の意見も聞いてほしい。
　ワクチンパスポート（ワクチン接種の記録）を市
の事業（ウォレットアプリ「会津財布」）に結びつ
けるのは遺憾である。

　ご意見として伺う。

○ ② 医療

スーパーシティ構想は素晴らしい。便利である
が、怖さも残る。個人情報をひも付けするのはいか
がなものか。

　ご意見として伺う。

○ ②
まちづく

り

企業誘致の状況を伺いたい。 　市内の各工業団地は完売している。大きな会社を
すぐに誘致することは難しいが、引き続き議論して
いく。誘致状況が見えづらいことも事実だが、当局
と議論を重ねることで改善されるものと考えてい
る。

○ ② 企業誘致

　介護保険料が年金から引き落とされる。遺憾であ
る。

ご意見として伺う。
○ ② 高齢福祉

　町内交付金の捉え方で困っている。使い方が明記
されていない。

　使い方を明記する等、共通認識を配布する必要が
ある。
※参加議員各々の町内会の事例を紹介した。

○ ② 地域社会

　室内遊び場が必要である。また、ランバイク等を
練習できる施設が欲しい。

　屋内遊技場等の議論をしていく必要があることは
認識している。県立病院跡地の利活用も含め、議論
を進めていく。

○ ② 児童福祉
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町北・高野地区

件名 処理（対応）内容 備考

１．通学路の安全確保につい
て
　　　　　　　　（Ｐ２）

【市民からの要望・質問】
通学路となっている市道（町３-113号線）における橋梁（町15）の幅
が狭いため危険である。

【事後処理結果】
〇今回の対応
・11月16日　現地確認
　市道高３-55号線から町３-16号線にかけての区間の約半分が、歩道
ブロックにより歩車道分離されている。
　橋梁（町15）は歩行者と車両が同時に通行できる幅はないが、前後
の道幅は歩道設置可能な幅員は確保されている状況と考えられる。
・11月16日　危機管理課聞き取り
　本路線に児童の登下校時に時間帯を区切って通行を制限することは
できないか問い合わせた。
　危機管理課が警察と電話により協議したところ、警察は現地の状況
を把握しており、途中まで歩道が設置されている状況から、一定程度
の安全確保が図られているため、路線としての交通制限は難しいとの
ことである。「通学路合同点検」など、学校・地域・行政・警察等に
よる協議の場を活用して改善策を検討してはどうかというアドバイス
をいただいた。

〇現状と今後の対応
　歩道未設置部分の改良と、車と歩行者を区分する橋梁の設置など、
学校・地域の考えや要望を取りまとめ、道路管理者の対応を求めるな
どの措置が必要と考えられる。

市民との意見交換会・事後処理報告書

市道町3-113号線 東から西を望む

市道町3-113号線 西から東を望む
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